
27　広報西ノ島 4月号

◆接種日 5 月 19 日（月）

受付時間 会 場

10：30 ～ 10：40 物 井公会堂前

10：50 ～ 11：00 大 山 会 館 前

11：10 ～ 11：40 県集合庁舎（別府）

13：00 ～ 13：10 波止バス停付近

13：20 ～ 13：35 大津バス停付近

13：40 ～ 14：00 船 越公会堂前

14：10 ～ 14：40 浦 郷警察署前

14：50 ～ 15：00 赤ノ江公民館前

15：10 ～ 15：20 珍崎バス停付近

  現在、登録されておられる飼い主さ
んの変更や犬が死んでしまった時な
ど、登録情報に変更があった場合、
また、病気などのため接種ができな
い場合はお知らせください。

  今回注射できない場合は、最寄りの
動物病院で予防注射をしていただき

「狂犬病予防注射済証」を役場町民
課または郵便局にご持参ください。

  既に予防注射を受けた方も、当日会
場もしくは後日町民課または郵便局
まで「狂犬病予防注射済証」をご持
参ください。

　飼い主には毎年 1回（4月 1日～ 6月 30日までの間）、狂犬病予防注
射を受けさせることが「狂犬病予防法」で義務として定められています。（狂
犬病予防法第 5条第 1項）
　また、狂犬病予防注射を受けたら、飼い主はその犬に『注射済票』（毎
年更新）を装着しておかなければなりません。なお『注射済票』は年度ごと
に色がかわります。（狂犬病予防法第 5条第 3項）
　上記を守らないと20万円以下の罰金に処せられますので、狂犬病の発生
を防ぐために犬を飼っている人は忘れずに毎年予防注射を受けさせましょう。

◆手数料
①

②

③

予防注射だけを受ける場合・・・・・・・・・・・・・・

登録と予防注射を受ける場合・・・・・・・・・・・・・

既に予防注射を受け予防注射済票のみ受け取る場合・・・
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６，０５０ 円
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狂犬病予防注射と
注射済票の装着は
飼い主の　　　です　　　義務
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　新年度が始まりました。新しい環境にドキドキわくわくしますね。　
　はじめましての笑顔、おなじみの笑顔、たくさんの笑顔に出逢えたら嬉しいです。みなさん、ぜひいか
あ屋へいらしてください♬

著者名：marumi03（まの悠）
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karoku‐にしのしまのほん‐
　西ノ島で生まれ育ったまのさんならではの視点で、
西ノ島の文化、歴史、自然、行事、方言などを楽しく
紹介した小冊子です。いかあ屋のロゴマークや看板、
のれんなどのデザインを手がけてくださったまのさんの
かわいいイラストもいっぱいです。『カアロク』とは西
ノ島のことば。知っていますか？この本の『にしのしま
弁 語録』のページに『カアロク』の意味が載っている
ので、ぜひ手に取って探してみてください。まのさん
の西ノ島への思いがやさしく伝わる全 8 冊です。

☆ いかあ屋からおすすめの本 ☆

開館時間 10：00　～　19：00
休 館 日 毎週水曜日（祝日は開館します）
貸 出 一人 10 冊まで　2 週間

予約・リクエスト 随時受付
コ ピ ー 白黒：1 枚 10 円　・　カラー：1 枚 50 円

貸 室
▶学習交流室　片面　１時間　200 円（町内のかた）
▶縁側キッチン　　　 １時間　300 円（町内のかた）
▶つどいのへや、いこいのへやは無料

　5 月 31 日 土

　開催決定 !! いかあ屋フェス
今年も開催します！ぜひ、ご予定をあけておいて下さいね。出店、ステー
ジ出演、イベント企画、お手伝いしてくださるボランティアさんなどの
募集は、4 月中頃から、館内・町
内のチラシやホームページ・SNS な
どでご案内したします。皆様のご参
加をお待ちしております。いかあ屋
フェスはみんなで作るイベントです。
一緒に町を盛り上げましょう！

イベ
ント こども読書週間

4 月 23 日～ 5 月 12 日はこ
どもの読書週間です。今年の
標語は、「あいことばは ヒ・ラ・
ケ・ホ・ン！」、こどもたちと、
本の世界の楽しさ、おもしろ
さをシェアしましょう (^^ ♪ い
かあ屋も、ただいま読書週間
にあわせて楽しいイベントを計
画中ですよー。

みんなの家
「いかあ屋

」

ご利用案内

出店・出演等の募集は
4月中旬頃より
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